
 

 

 

 

 

 

 

 

第４回小浜市農業委員会議事録 

（縦覧用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き 令和５年９月２８日（木）午後４時００分 

 

ところ 小浜市役所３階３０２会議室 



出席委員 

１番岡田昌樹 ２番早俊夫 ３番福永信明 

  ６番和田千代 

７番東清俊 ８番内田篤宏 ９番岡本康次 

１０番松尾志信   

 

欠席委員 

４番赤尾裕子 ５番河嶋幸男  

   

 

遅刻委員 

   

   

 

出席事務局田井課長、北村ＧＬ、田中、山﨑 

 

令和５年９月２８日（木）午後４時００分小浜市役所３階３０２会議室におい

て、第４回小浜市農業委員会を開催する。 

 

 

提出議案は、次のとおり 

 

議案第 ９号 農地転用事業計画変更申請について 

議案第１０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第１１号 現況証明申請について 

 

報告第 ３号 相続等権利取得の届出による受理通知書の発行について 

 

 

 

  



【議長】ただいまより第４回小浜市農業委員会を開催いたします。 

（会長あいさつ） 

それでは、事務局より報告をお願いします。 

＜事務局長より９月の農業委員会関係活動報告を行う＞ 

【議長】次に今月の議案審議に入ります前に、小浜市農業委員会会議規則第１４条の規定

により、本日の会議の議事録署名人として７番東委員、８番内田委員を指名いたします。

なお、現地調査委員は、５番河嶋委員、６番和田委員でした。 

それでは、『議案第９号農地転用事業計画変更申請について』を上程いたします。なお、

１番２番案件につきましては、許可条件違反案件であることから、申請人の呼び出しをし

ており、後ほど申請人から顛末の説明などを受けることとします。事務局の説明を求めま

す。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】続いて、現地調査委員の報告を求めます。 

＜現地調査委員報告する＞ 

【議長】ここで、１番２番案件につきまして、申請人から顛末の説明などを受けることと

します。申請人の入室を求めます。 

＜申請人が入室する＞ 

【議長】申請人は自己紹介をしていただきまして、申請地が許可条件違反に至った経緯の

説明をお願いします。 

【申請人】経緯といいますか、造成をしましたところ２件ともお客さまの方で広い区画が

ほしいということがありまして、９区画建築するところが８区画になってしまったという

ところでございます。 

【議長】それでは質疑を行います。委員は申請者への質疑をお願いします。 

【議長】ご意見ないですか。ないようですので、申請人は退室をお願いします。ご説明あ

りがとうござました。 

＜申請人は退室する＞ 

【議長】それでは、ご審議願います。 

【議長】ご意見ないですか。ないようですので、原案どおり県に進達することに賛成の方

の挙手を願います。 

（全員挙手） 

【議長】挙手全員ですので、『議案第９号農地転用事業計画変更申請について』は、原案ど

おり県へ進達させていただきます。 

 

続きまして『議案第１０号農地法第５条第１項の規定による許可申請について』を上程

いたします。事務局の説明を求めます。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】続いて、現地調査委員の報告を求めます。 

＜現地調査委員報告する＞ 



【議長】それではご審議願います。ご質問等ございませんか。 

【１番委員】番号２の申請地の周りが田んぼという説明でしたが、この区画は以前から草

刈りしてもらえないので、事務局に苦情の電話が入って、刈るように事務局からも言って

もらったし、何度も農業委員として地権者さんのところにも何度も足を運んだ記憶があり

ます。長年この状態でして、事務局も大変苦労した経緯のあるところです。参考までに。 

【議長】他にご意見ないですか。ないようですので、『議案第１０号農地法第５条第１項の

規定による許可申請について』原案どおり県に進達することに賛成の方の挙手を願いま

す。 

（全員挙手） 

【議長】挙手全員ですので、『議案第１０号農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて』は、原案どおり県へ進達させていただきます。 

 

続きまして、『議案第１１号現況証明申請について』を上程いたします。事務局の説明を

求めます。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】続いて、現地調査委員の報告を求めます。 

＜現地調査委員報告する＞ 

【議長】それではご審議願います。 

【議長】ご意見ないですか。ないようですので、原案どおり決定することに賛成の方の挙

手を願います。 

（全員挙手） 

【議長】挙手全員ですので、『議案第１１号現況証明申請について』は、原案どおり決定さ

せていただきます。 

 

続きまして、『報告第３号相続等権利取得の届出による受理通知書の発行について』事務

局の説明を求めます。 

＜事務局説明する＞ 

 

【議長】これですべての議案を終了しました。 

その他、何かございましたらお願いします。 

 

＜事務局長来月の日程報告＞ 

 

【議長】他にないようでしたら以上をもちまして、第４回農業委員会を終了させていただ

きます。 

 

 

 


